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１．検討会としての通学区域案（令和９年度予定）

▼住所一覧
箇所 住所 現在の

通学区域校 調整案

A 常盤台三丁目１～２３番 上板橋三中 そのまま

B 南常盤台二丁目１～４、１５～１７番
南常盤台二丁目５～１４番 上板橋三中 上板橋一中へ

変更

C 東新町一丁目５０～５３番、東新町二丁目１～
７番、東山町３４、５１～５２番 桜川中 上板橋一中へ

変更

D 大谷口上町１２～１５番、大谷口北町１～５、
９～１５、４４～４８番 上板橋一中 そのまま

E 大谷口上町３～１１、１６～２３、２６～２８、
３６番 上板橋一中 板橋二中へ

変更

F 仲町４～１２、２５～４６番 板橋三中 上板橋一中へ
変更

G 中板橋２４、２８～３１番 上板橋一中 そのまま

H 常盤台一丁目３３～３７番 志村一中 上板橋一中へ
変更

▼通学区域案の主なポイント
① 改築というタイミングを機に、小中一貫教育推進の視点から、
可能な限り学びのエリアの小学校と中学校の通学区域の整合
を図る。

② 変更することにより、通学距離が明らかに遠くなる区域は、
そのままとする。
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検討結果

確定

検討結果に応じて
周知・説明 通学

区域
変更

（規則改正）

４月 新校舎完成
供用開始

Ｒ４～
上一中改築検討
会にて検討

Ｒ５～
関係校･地域へ
説明･意見交換

調整区域
２年設定

８月

通学区域を変更する場合

２．通学区域検討に関する今後のスケジュール予定

通学区域 検討

A

B

C

E

F

D

H

G


